
１　総括
 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

      ２　職員数は、２３年４月１日現在の人数である。

(3) 特記事項

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

一人当たり給与費　　計　　Ｂ

　　　　　千円

226 837,842 109,070 299,493 1,246,405

千円

実 質 収 支 人 件 費
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（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。
　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。
　　　３　「参考値」は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定特例法による措置が無いとした場合の値である。

２　一般行政職給料表の状況（２４年４月１日現在）
（単位 ： 円）

　　 　

　（注）給料月額は、給与抑制措置を行う前のものである。

320,600

422,600
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３　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２４年４月１日現在）
　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、２４年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての　　　　 

　　　　諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。　

　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が　　　

　　　　含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

      ３　国家公務員欄における「平均給料月額」及び「平均給与月額（国ベース）」の括弧書きは、給与改定特例法による措置が

　　　　ないとした場合の値（減額前）である。 

　　　②技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

43.0

350,489

408,389

平均給与月額

美郷町

320,938 370,645類似団体

43.1

304,944

秋田県

（国ベース）

312,746

区　　分

318,730

公務員

自家用自動車運転手
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372,906
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43.3 344,300
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（国ベース）
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×

－

－ －

×
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×

×

平均給与
月額（Ｂ）

－
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－

－

－

－
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－

－

206,600

Ａ/Ｂ

－

1.57

×

－

53.5

54.7

－

236,200

－

51.9
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1

1

5
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×

×

300,299
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－
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294,828302,323 －49.7 16 －類似団体 284,947
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う ち 電 話 交 換 手

そ の 他

秋田県

円－

(329,917) (401,789)
国 ―歳42.8 円 円

(323,181)
－－－－円

－

－

－

円人3,479歳49.7国
(285,030)
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円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

（2) 職員の初任給の状況（２４年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 －

（注）　国家公務員欄における括弧書きは、給与改定特例法による措置がないとした場合の値（減額前）である。

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２４年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

209,500
高　校　卒

278,300

美郷町

253,000

238,000 326,100
283,400236,700

172,200

技能労務職

大　学　卒

区　　　　分

技能労務職

高　校　卒

137,200高　校　卒

高　校　卒

－－

区　　　　　分

140,100
137,200

大　学　卒

140,100
172,200

秋田県

経験年数２０年経験年数１５年

163,987(172,200)

経験年数１０年

一般行政職

一般行政職

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成２１年～２３年の３カ年平均）

※単純労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。

Ｃ/Ｄ

美郷町 － －

区　　分

参　考

そ の 他 4,741,188 ×

う ち 用 務 員 5,180,720 2,861,400

う ち 電 話 交 換 手 × ×

う ち 自 動 車 運 転手 × ×

×

年収ベース（試算値）の比較

公務員（Ｃ） 民間（Ｄ）

×

　された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

－

1.81

×

※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては前年度に支給

国

133,418(140,100)
－
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４　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数の状況（２４年４月１日現在）

（注）１　美郷町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

　　　　　　　　人
１　級

8

職員数

５　級

４　級

２　級
25

　　　　　　　　人

３　級

11.5

　　　　　　　　％
所長、園長、班長、上席主査

次長、課長、室長、局長、参事

52

　　　　　　　　人

構成比

　　　　　　　　人

16

　　　　　　　　％

標準的な職務内容

5.8

　　　　　　　　％

0.0

18.0

　　　　　　　　人

　　　　　　　　％

主査

６　級

　　　　　　　　％

38 27.3

　　　　　　　　人
主幹

主事

区　　分

　　　　　　　　％

37.4

主任

0

３級 37.4% ３級 36.2% ３級 23.1%
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５級 11.5% ５級 9.9% ５級 13.9%
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（注）平成１８年に８級制から６級制に変更している。
 　　（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ統合）　　　　　

（2) 昇給への勤務成績の反映状況

昇給日前一年間の勤務評定により昇給判定

１級 5.8% １級 7.1%
１級 12.1%

２級 18.0% ２級 17.0%
２級 17.0%

３級 37.4% ３級 36.2% ３級 23.1%

0%

10%

20%

30%

40%

平成２４年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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５　職員の手当の状況
（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

期末手当　　　　　　　勤勉手当 期末手当 　　　　　　勤勉手当 期末手当 　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

（2) 退職手当（２４年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

１人当たり平均支給額　 －

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２３年度に退職した職員に支給された平均額である。

 (3) 地域手当
（２４年４月１日現在）

千円

千円

国

支給実績（２３年度決算）

定年前早期退職特例措置（２～２０％加算）

（２３年度支給割合）

23.50

2.600

0.65

　職制上の段階、職務の級等による加算措置
　　・役職加算　５～１５％

47.50

1.35

―

2.600

1.450

（２３年度支給割合）

×

支給職員１人当たり平均支給年額（２３年度決算） ×

千円

59.28

30.55

41.34

定年前早期退職特例措置（２～２０％加算）

59.2859.28

　職制上の段階、職務の級等による加算措置
　　・役職加算　　　５～２０％
　　・管理職加算　１５～２０％

33.50

　職制上の段階、職務の級等による加算措置
　　・役職加算　　　５～２０％
　　・管理職加算　１０～２５％

59.28

（２３年度支給割合）

47.50

23.50

1.35

23,282

1.35

0.65

1,600

1.4501.425

2.575

１人当たり平均支給額（２３年度）

59.28

30.55

41.34

59.28

0.65

33.50

１人当たり平均支給額（２３年度）

1,318

美郷町 秋田県

国美郷町

千円

4

％ 人 ％

 (4) 特殊勤務手当（２４年４月１日現在）
千円

　 円

　 ％

 (5) 時間外勤務手当
千円

千円

千円

千円

263

主な支給対象職員

支給実績（２３年度決算）

町税事務従事職員

158

町税徴収のための屋外勤務

支 給 実 績 （ ２ ３ 年 度 決 算 ）

防疫等作業従事手当

町税事務従事手当

用地買収業務従事職員

36,124

主な支給対象業務

支給職員１人当たり平均支給年額（２３年度決算）

2.5

18

職員全体に占める手当支給職員の割合（２３年度）

手当の種類（手当数） 3

支給対象職員数

1

支給率支給対象地域

18東京都特別区

防疫等作業従事職員

166

防疫等作業に従事

用地買収のための屋外勤務

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ２ ３ 年 度 決 算 ）

39,729

１日につき       ３００円
1日４時間未満  １５０円

支 給 実 績 （ ２ ２ 年 度 決 算 ）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ２ ２ 年 度 決 算 ）

手当の名称

用地買収業務従事手当
1日につき        ４００円
１日４時間未満  ２００円

１日につき　　　 ７００円
1日４時間未満　３５０円

左記職員に対する支給単価

20,273

国の制度（支給率）
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（6) その他の手当（２４年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

管理職手当

同じ

2,050

14,052

交通用具
使用距離
区分が
異なる

千円

千円

12,667

支給実績
（２３年度決算）

0

214,046

支給職員１人当たり

扶養手当

同じ 0

手　当　名

63,875

26,113

341,0536,480

（２３年度決算）

256,313

同じ 152

住居手当

千円

千円

通勤手当

管理職員
特別勤務手当

単身赴任手当

平均支給年額

千円

千円同じ

異なる

内容及び支給単価

自宅または借家に住居する職員に支給
　
　・借家（月額12,000円以上の家賃を
           支払っている職員に家賃額
           に応じて支給）
                            限度額 27,000円

扶養親族のある職員に支給
　・配偶者　13,000円
　・配偶者以外6,500円
    （配偶者がない場合
   　そのうちの一人について） 11,000円
  ・子の特定期間加算額
  　（16歳年度始め～22歳年度末）
                                　　   5,000円

通勤距離が片道2km以上の職員に支給
　・交通用具使用
   （通勤距離に応じて支給）
                         2,000円～38,100円
  ・交通機関利用（実費）
                             限度額55,000円

異動などに伴い転居し止むを得ない事情
により配偶者と別居し単身で生活する
職員等に支給

・23,000円

管理職員が臨時または緊急の必要により
週休日・休日等に勤務した場合に支給
　・１回の勤務につき　8,000円
　 （勤務時間が6時間を越える場合は
    150%を乗じた額）

管理または監督の地位にある職員支給
　・総務課長　　　　　  48,000円
　・教育次長             40,000円
　・課長、室長、局長　32,000円
　・参事　                20,000円
　・施設の長　          12,000円

5

円

円

６　特別職の報酬等の状況（２４年４月１日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

（注）  １　給料及び報酬の （　　　　） 内は、減額措置を行う前の金額である。
　　　　２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     
  　　       　　  勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

給 料 月 額 等

支給地域
および

経過措置
期間

15,131 63,846

（参考）類似団体における最高／最低額

異なる

8,953千円

288,000

議 員

420,000

　　（２３年度支給割合）

副 町 長

万円

万円

595,000  (605,000)

寒冷地手当

退
職
手
当

町 長

副 町 長 813 任期毎605千円×在職月数×0.28

議 長

議 長

288,000

303,000 180,000

223,600

1,840

議 員

町 長

任期毎

255,000

291,000
報
酬

264,000

給

料

期
末
手
当

796,000  (816,000)町 長

副 町 長

　　（２３年度支給割合）

区 分

同じ

副 議 長

871,000

716,000 461,000

副 議 長

1,020

千円

宿日直手当

816千円×在職月数×0.47

514,000

2.90

2.90

11月から3月までの各月の初日に在職する
職員に支給
　・世帯主で扶養親族のいる職員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,800円
　・世帯主で扶養親族のいない職員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,200円
　・その他の職員　　　　　 　　　　 7,360円

宿日直を行った職員に支給
　・勤務１回につき4,200円

　 23,000円
   （住居間の交通距離に応じて加算あり）
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７　職員数の状況
（1)部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

人

人）

人

人）

人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

（2)年齢別職員構成の状況（２４年４月１日現在）

74.45
60.16

一
般
行
政
部
門

民生

議会

合　　計

　公
　営会
　企計
　業部
　等門

小　計

水道

普
通
会
計
部
門

その他

教育部門

18

下水道 2
8

2

総務

62

227

△ 1

8

農水

衛生

平成２３年

51

税務

10

11

3
△ 2

平成２４年

227

65 3

0

17
10
13

0

0

3 2

162

0

対前年
増減数

47
11

51

45

0

△ 1

104.32

[　３０５　］ [　　０　　］ 109.83

0

△ 1

△ 1
0

0

職 員 数

3

　　　　　　　     　区
分

部 門

0土木

[　３０５　］

商工

労働

小　計 13

240

12

239

0

△ 3165

1212

13

計
（類似団体の人口１万人当たりの職員数

人口１万人当たり職員数

＜参考＞

業務増１、欠員不補充△１

欠員不補充△１

業務増１、欠員不補充△１

業務増２、欠員不補充△４

主 な 増 減 理 由

＜参考＞

欠員不補充△１

＜参考＞

業務増７、欠員不補充△１、その他△３

人口１万人当たり職員数

（類似団体の人口１万人当たりの職員数

人口１万人当たり職員数

75.83

18

%

6

　

区　分

37 026
職員数

0 8 28 39 34

39歳

人

1

人

27歳23歳

14

35歳 51歳

48歳24歳20歳 20歳

未満

人 人

～ ～

36歳

～

28歳 32歳

人

～ ～～

47歳

人

31歳

人

23832

人人

以上

人

59歳

19

40歳

～～ ～ ～

55歳

60歳56歳52歳44歳

43歳

人人

計

人

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

構成比

５年前の構成比

%

6



(3)職員数の推移
（単位 ： 人 ・ ％）　

（ ％）

（ ％）

（ ％）

（ ％）

（ ％）

（注）１　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。
       ２　合併した団体においては、合併前の年については合併前の旧団体の合計職員数。

過 去 ５ 年 間

の 増 減 数 （ 率 ）

13

162

65

227

12

▲ 7

227 ▲ 43

240

165

62

▲ 15.9

▲ 9.7

271

1211

281 251

186

11

175

259 249

　　　　　　　　　    年　度
　部門別

２２年 ２３年１９年 ２４年

教　育

一般行政

270

65

260

11

191198

6872

▲ 14.9

9.1

239

▲ 36

▲ 42

1

総合計

公営企業等会計

普通会計計

▲ 18.2

63

240

２０年 ２１年

77


